
岩手県健康いわて 21プラン推進協議会設置要綱 

 

（設 置） 

第１ 全ての県民が岩手に生まれ生活できる喜びを実感できる健康安心・福祉社会の実現を目指すた

め策定した健康いわて 21 プランを、県、市町村、企業、学校及び県民等が一体となって総合的か

つ計画的に推進するため、健康いわて 21プラン推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置

する。 

 

（所掌事項） 

第２ 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 健康いわて 21プランの推進、評価及び見直しに関すること 

 (2) 健康づくり運動の推進に関すること 

 (3) 地域保健と職域保健の連携に関すること 

 (4) その他健康いわて 21プランの推進に必要な事項 

 

（構 成） 

第３ 推進協議会は、保健福祉部長が委嘱する委員 25人以内をもって構成する。 

２ 保健福祉部長は、一部の委員について、公募の方法により選任することができる。 

 

（委員の任期） 

第４ 委員の任期は、2年とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５ 推進協議会に会長及び副会長をそれぞれ 1人置き、会長は委員の互選とし、副会長は委員の中

から会長が指名する。 

２ 会長は推進協議会の会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６ 推進協議会の会議は、必要に応じて会長が召集する。 

２ 委員が会議に出席できない場合、会長は、代理の者の出席を認めることができる。 

 

（意見の聴取） 

第７ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができ

る。 

 



（専門委員会） 

第８ 第２の第１号に掲げる事項を行うため、推進協議会に必要に応じて専門委員会を置くことがで

きる。 

２ 専門委員会の委員は、推進協議会委員及び学識経験者等から会長が指名する。 

３ 専門委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

 

（庶 務） 

第９ 推進協議会の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 

 

（その他） 

第 10 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 13年 9月 18日から施行する。 

 

  附 則 

改正後の要綱は、平成 15年 12月 11日から施行する。 

 

  附 則 

改正後の要綱は、平成 17年 11月 29日から施行する。 

 

  附 則 

改正後の要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則 

改正後の要綱は、平成 24年 6月 14日から施行する。 

  


